
松高自治協議会　組織構成図
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●市政とのつながり、住民
とのつながりを主に担う。
●協議会との連携・調整
を担う。

会長1名・副会長3名
・事務局長1名・会計2名以内
・書記2名以内・監事2名

役員会

校区住民・校区内で活動する団体及び企業等
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広報人権委員会
●協議会の広報活動及び人権
に関する活動を主に担う。
●事務局長を中心に、各団体か
らの委員と協議し、広報活動及
び人権活動に務める。

●協議会の事務実行のた
めに、協議会の要請によ
り設置される。

　　　　　　運営委員会の構成員
・協議会役員　・町内長　・構成団体の代表者
および　協力団体の代表者
●協議会の運営に関する決定および各団体の
行事に関する連絡、協力依頼等の協議

協力団体松高自治協議会構成団体

事務局
●協議会の事務や行政との連絡調整を
主に担う。
●事務局長は、広報及び事務員の主任
を務める。

各実行委員会
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